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近年，保健所や地方衛生研究所が中心となって，地域保健情報システムが構築されつつあ
る。本研究では，老人保健福祉計画（介護保険事業計画を含む）で用いられる健康指標の活用
について，市町村，保健所，地方衛生研究所の間で，情報の提供と分析に関する支援関係は確
立されているのかについて調査した。
2002年９月，東京都と神奈川県の90区市町村の老人保健福祉計画担当者，73保健所の保健情

報担当者を対象として郵送法でアンケート調査を行った。区市町村には，計画作成過程におけ
る健康指標の使用状況と今後の意向を聞き，保健所には，重要な死亡指標の算出や，高齢者に
関する調査の実施状況などを聞いた。また，両都県における人口動態統計表の還元方法や，地
方衛生研究所の機能についてヒアリング調査を行った。
アンケートの回収率は区市町61.1％，保健所67.1％であった。区市町が健康指標を使用した

割合は，介護保険や社会参加など（50％以上），老人医療費やがん検診の有所見割合など
（25～50％），医療施設数や老人の死亡統計（25％未満）で，保健所が扱う健康指標の使用割
合が最も小さかった。しかし，使用する健康指標を拡充する必要があるとする区市町は80.0％
であった。健康指標の分析で県型保健所の支援を受けた例は１件だけであったが，保健所の支
援を今後は希望するという回答は60.0％であった。保健所が行った分析は，老人保健事業に関
するものが最も多く（58.3％），管内の年齢調整死亡率などの算出は半数以下（43.8％）で
あった。これらの分析実施は，管内自治体からの問い合わせの有無と関連していた。これらの
分析で，地方衛生研究所と協力した例はなかった。人口動態統計の死亡データは，都県レベル
では，性・年齢階級・死因別の死亡数が公表されていた。区市町村レベルでは，東京都は，
性・年齢階級・主要死因別の死亡数を公表していた。神奈川県はそれを公表しておらず，各保
健所が指定統計の目的外使用の手続きをする必要があった。
市町村は，老人保健福祉計画で種々の健康指標を活用することに積極的であり，その過半数

が保健所の支援を望んでいた。保健所が管内高齢者の死亡統計を活用するためには，区市町村
の死亡データを経年的・電子的に維持・管理する方法を確立する必要がある。そのためには市
町村，保健所，地方衛生研究所それぞれの役割と機能を明確にした地域保健情報システムを確
立し，制度面からそれを支援する必要があると考えられる。

老人保健福祉計画，健康指標，市町村支援，保健所，地方衛生研究所
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①自治体の特性
１）基本属性（自治体種別，人口規模，高齢化率，保健
（衛生）・福祉部門の組織体制）

２）情報化の進み具合（事務処理電算システム導入状況，
庁内電子ネットワークの構築状況，情報化に伴う職員
研修の有無，事務作業用パソコン配備状況）

３）行政評価への取り組み
４）老人保健福祉計画の特徴（関連計画との包含関係，力

を入れている施策）
５）計画策定時の部内体制（人員配置，庁内担当構成）
６）健康指標使用体制（予算措置，人員配置，他機関との

協働，利用している電子ネットワーク）
②計画作成時の健康指標の使用状況

43項目の健康指標使用状況
③今後の健康指標の使用に関する意向，その他
１）健康指標拡充に対する意向
２）地理的に詳細な健康指標の必要性
３）健康指標情報の蓄積体制
４）保健所への期待

①保健所の特性
１）基本属性（設置主体，人口規模，高齢化率，組織の機

能）
２）情報化の進み具合（事務処理電算システム導入状況，

所内電子ネットワークの構築状況，情報化に伴う職員
研修の有無，事務作業用パソコン配備状況）

３）健康指標算出・分析への人員配置
４）管内自治体との関係（問い合わせの有無，支援要請の

有無）
②高齢者健康指標の入手と分析
１）死亡指標の算出（高齢者の（死因別）年齢調整死亡率

など５項目）
２）健康指標の分析（老人医療費，老人保健事業，介護保

険事業，健康水準と要因との関連）
３）健康指標算出・分析時の協働状況

③健康指標分析に関する意見，その他
１）健康指標算出・分析時の重要な課題と考えている事項

７項目
２）管内自治体への健康指標情報提供に関する考え

人口動態統計死亡データ（死亡数：性別，年齢階級別，死因
別，区市町村別）の取り扱い
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Ⅰ

市町村の高齢者保健福祉対策は，老人保健福
祉計画と介護保険事業計画に基づき展開されて
いる。1993年度に作られた第１期の老人保健福
祉計画では，1989年12月に国がゴールドプラン
として掲げたサービス資源の整備目標を示すこ
とが重要な課題であった１）。しかし，第２期介
護保険事業計画に併せて作られた2002年度の老
人保健福祉計画では，介護予防や疾病予防の推

進がうたわれ，まちづくりを含めた総合的な予
防施策が求められた２）。この変化は老人医療費
や介護費用の抑制が重視された結果である３）。
また近年，根拠に基づく老人保健福祉計画（介
護保険事業計画も含む。以下，同様）が重視さ
れるようになった４）。これらの要請は今後も変
わらないと考えられ，様々な健康指標を用いた
計画の立案や評価が恒常的に行える体制を作る
必要性はますます高まっている。
一方，健康指標を含めた地域保健情報の活用
は既に地域保健のあらゆる場面で求められてお
り，1989年の地域保健将来構想報告書５）や
1994年の地域保健対策の推進に関する基本的な
指針６）で，保健所や地方衛生研究所による地
域保健情報システムの構築や市町村支援の重要
性が指摘された。これらの報告書と指針は，保
健所や地方衛生研究所による地域保健情報シス
テムづくりを促すきっかけとなり，市町村が求
める保健情報７）が調べられ，地域保健情報シ
ステムの構想８)-11）や実践12)-15）が生まれている。
老人保健福祉計画の立案や評価における健康
指標の活用は，このような地域保健情報システ
ムの機能の重要な部分であると考えられる。し
かし，市町村が行う老人保健福祉計画の立案や
評価に注目して，それに関係する地域保健情報
システムの機能の実態を調べ，それに基づきシ
ステムのあり方を考察した研究はあまりみられ
ない。
本研究では，１都１県を対象として，老人保
健福祉計画の作成過程における様々な健康指標
の使用状況，使用に影響を与える要因，将来の
使用意向，保健所における健康指標分析状況，
区市町村と保健所や地方衛生研究所の支援関係
などを調べ，現状でその利用が区市町村にとっ
て容易とはいえない人口動態死亡指標を扱う地
域保健情報システムのあり方を検討した。

Ⅱ

東京都と神奈川県の90区市町村（島嶼
しょ

を除
く）と73保健所に，老人保健福祉計画で用いら
れる健康指標に関するアンケート調査を実施し
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注 健康指標の名称の右に示した値は，使用した自治体のうち，「それが電子化されている」と回
答した割合（％）である。
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た。基本計画の性質をもつ老人保健福祉計画で
は計画実施の説明責任を確保するため，資源の
目標投入量，事業実績に加え，計画の成果を示
す指標も用いられる16）。また，介護保険事業計
画では事業の実効性に対する説明責任を果たす
ため，資源投入と事業実績を示す指標が主に用
いられる17）。これらの指標は「集団の健康水準
を示す指標」と「集団の健康水準に影響を与え
る要因の指標」であり，本研究では健康指標と
して，こうした老人保健福祉計画策定過程で使
用が想定される指標すべてを扱った。

また，東京都と神奈川県の保健統計主管局に
対して，人口動態調査から得られる死亡統計表
の作成業務についてのヒアリング調査を行った。
区市町村と保健所それぞれに対するアンケー
ト項目は に示すとおりである。総合的な老
人保健福祉計画では，高齢者の健康に直接的間
接的に影響を与える要因について検討しなけれ
ばならない18）。本調査では健康指標として既存
資料から得られる指標19），すなわち老人保健福
祉計画参酌標準関連指標，介護保険事業計画参
酌標準関連指標のほか，「高齢者健康水準に関

する指標」として死亡指標，
「高齢者健康水準に影響を
与える要因に関する指標」
として高齢者を対象とした
保健・医療・福祉サービス
の投入量，高齢者の社会参
加，高齢者の経済状況など
に関する指標を取り上げた。
健康指標には，具体的な項
目と関連する指標をまとめ
た項目の両者を含め，それ
ぞれについて使用状況を尋
ね，使用していない場合は
今後の使用意向を尋ねた

。
アンケート調査は2002年
９月に実施した。調査依頼
文書，調査票，返信用封筒
を区市町村の「老人保健福
祉計画担当者」，保健所の
「保健情報担当者」に送付
するとともに，電話でも調
査依頼を行った。区市町村
では各高齢者福祉主管部あ
てに発送し，「計画担当
者」に調査を依頼した。本
研究では地域保健法に基づ
いて設置されているすべて
の保健所が調査対象である。
回答期限（送付10日後）が
近づいたとき，回答依頼の
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項目（カテゴリー分け)
0 1

度数 ％ 度数 ％

①自治体の特性
自治体種別（０：市町村 １：特別区または政令市）
高齢化率（０：18.0％以下 １：18.1％以上）
事務作業用パソコン配備状況（０：職員１人に１台未満 １：職員１人に１台以上）
老人保健福祉計画と関連計画との包含関係
（０：１以外 １：介護保険事業計画は老人保健福祉計画の一部）

要介護･要支援と認定された高齢者に対する自立支援（０：１以外 １：力を入れている）
介護費用の増加防止（０：１以外 １：力を入れている）
計画策定への保健福祉部門以外の参画（０：１以外 １：複数の部から構成）
健康指標分析における外部機関の協力（０：１以外 １：協力を得た）
健康指標収集･分析への予算措置（０：１以外 １：予算枠がある）
健康指標収集･分析への人員配置（０：１以外 １：担当職員を配置している）

②計画作成時の健康指標の使用状況
厚生労働省参酌標準（０：使っていない １：１＊，13何れかを使っている 使った）
人口（０：使っていない １：２～４何れかを使っている 使った）
将来の推計人口（０：使っていない １：５を使っている 使った）
一人暮らし高齢者数（０：使っていない １：６を使っている 使った）
65歳以上の寝たきり（０：使っていない １：７を使っている 使った）
老人医療費（０：使っていない １：８，９何れかを使っている 使った）
高齢者の社会参加（０：使っていない １：10，18～20何れかを使っている 使った）
老人保健事業（０：使っていない １：11，37，38何れかを使っている 使った）
介護老人福祉施設入所待機者（０：使っていない １：12を使っている 使った）
介護保険給付分析の結果（０：使っていない １：14を使っている 使った）
介護保険特別会計（０：使っていない １：15を使っている 使った）
介護予防事業（０：使っていない １：16，17何れかを使っている 使った）
高齢者世帯の所得（０：使っていない １：21を使っている 使った）
人口動態（０：使っていない １：22～25何れかを使っている 使った）
平均余命（０：使っていない １：26を使っている 使った）
65歳以上の人口動態（０：使っていない １：27～34何れかを使っているor使った）
介護老人保健施設入所待機者（０：使っていない １：35を使っているor使った）
介護療養型医療施設入院待機者（０：使っていない １：36を使っているor使った）
医療施設／医療従事者（０：使っていない １：39～43何れかを使っているor使った）

③今後の健康指標の使用に関する意向，その他
健康指標拡充に対する意向（０：現状で十分 １：拡充が必要）
地理的に詳細な健康指標の必要性に対する考え（０：１以外 １：指標によっては必要）
健康指標情報の蓄積体制（０：1以外 １：データベース化に取り組んでいる 取り組みつつある)
保健所への期待（０：１以外 １：期待している）

注 ＊：図１の健康指標名称の前に示す番号と対応（②において以下同じ）。
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葉書を送付した。アンケートは各組織の公式見
解を問うものではなく，各担当者の私見を問う
ものとした。
自治体に対する調査では，「自治体の特性」

と「計画作成時の健康指標の使用状況」の関係，
「計画作成時の健康指標の使用状況」と「今後
の健康指標の使用に関する意向，その他」の関
係をそれぞれ明らかにした。まず，「自治体の
特性」の９変数 を説明変数，「計画作
成時の健康指標の使用状況」を目的変数とした
χ2検定を行った後，自治体特性を示す変数すべ
てを用いた強制投入法による多重ロジスティッ
ク分析を行った。健康指標は領域が近いものを
まとめ，そのうちいずれか一つでも使っていれ
ば使用（＝１）とした。次に，「計画作成時の

健康指標の使用状況」を説明変数，「今後の健
康指標の使用に関する意向，その他」を目的変
数としたχ2検定を行った。
保健所に対する調査では，「保健所の特性」

と「高齢者健康指標の入手と分析」の関係，
「高齢者健康指標の入手と分析」と「健康指標
分析に関する意見，その他」の関係をそれぞれ
明らかにした。まず，「保健所の特性」の６変
数に，保健所における保健統計情報提供の組織
的取り組みを示す「ホームページコンテンツに
保健統計情報が含まれているか否か」を加えた
７変数 を説明変数，「高齢者健康指標
の入手と分析」を目的変数としたχ2検定を行っ
た後，保健所特性を示す説明変数すべてを用い
た強制投入法による多重ロジスティック分析を
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項目（カテゴリー分け)
０ １

度数 ％ 度数 ％

①保健所の特性
設置主体（０：都道府県 １：特別区または政令市）
管内高齢化率（０：18.0％以下 １：18.1％以上）
疫学･保健統計の研修または調査研究の経験をもつ人員配置（０：無し １：有り）
事務作業用パソコン配備状況（０：職員１人に１台未満 １：職員１人に１台以上）
高齢者の健康指標に関する他組織による分析結果（０：無し １：有り）
高齢者の健康指標に関する管内自治体からの問い合わせ（０：無し １：有り）

②高齢者健康指標の入手と分析
年齢調整死亡率・ （０：算出していない １：算出している）
死因別の年齢調整死亡率・ （０：算出していない １：算出している）
65歳以上人口の年齢調整死亡率・ （０：算出していない １：算出している）
65歳以上人口の死因別の年齢調整死亡率・ （０：算出していない １：算出している）
要介護認定の結果を用いた65歳以上健康余命（０：算出していない １：算出している）
老人保健法の医療に関する分析（０：無し １：有り）
老人保健法の保健事業に関する分析（０：無し １：有り）
介護保険に関するデータの分析（０：無し １：有り）
高齢者の健康上の成果と介護予防サービスの関係の分析（０：無し １：有り）
保健所が独自に行った高齢者に関する健康指標を用いた分析結果（０：無し １：有り）

③健康指標分析に関する意見，その他
目的外使用の申請など，制度的な手続きの簡略化（０：思わない １：課題だと思う）
所内で情報を取り扱うパソコンなどのインフラ整備（０：思わない １：課題だと思う）
電子化され，使いやすいデータベースの構築（０：思わない １：課題だと思う）
健康指標の分析のための予算の確保（０：思わない １：課題だと思う）
分析を行う職員の技術力向上，職員増員（０：思わない １：課題だと思う）
保健所の属する局や部，衛生研究所などによる支援体制の確立
（０：思わない １：課題だと思う）

管内の諸組織・諸機関との連携強化（０：思わない １：課題だと思う）
管内自治体への健康指標や分析結果の提供
（０：１以外 １：保健所から積極的に行うべきだと思う）

対象数 回収数 回収率（％)

区市町村
特別区
政令市／中核市
市
町
村

保健所
特別区型
政令市型
都道府県型
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行った。次に，「高齢者健康指標の入手と分
析」を説明変数，「健康指標分析に関する意見，
その他」を目的変数としたχ2検定を行った。各
問で無回答があった場合，否定的なカテゴリー
に入れた。分析には

11.0を用いた。
ヒアリング調査は2002年11月に実施した。東

京都と神奈川県それぞれの本庁衛生年報担当部
門の衛生年報担当者に対して，人口動態統計死
亡データ（死亡数：性別，年齢階級別，死因別，
区市町村別）の作成状況とその提供・公開状況
について尋ねた。

Ⅲ

に示したように，東京都と神奈川県の90
区市町村のうち55区市町（回収率61.1％），73
保健所のうち49保健所（同67.1％）から，それ
ぞれ回答を得た。得られたアンケート調査の回

答の中には，領域ごとに担当者がいる組織の場
合に，各担当者が担当領域に応じて回答してい
るものがあった。また保健統計情報を業務とし
て扱わない保健所では，本調査に対する回答を
所掌範囲外として，調査協力を辞退する旨の意
思表示をしたものがあった。
区市町において，保健（衛生）部門と福祉部
門が組織上同一なのは83.6％であった。老人保
健福祉計画策定担当メンバーが複数の部の職員
から構成されている団体は38.9％で，保健（衛
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国 都県本庁 都県保健所 庁内他部 部内 その他 使用団体

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

死亡数・死亡率

年齢調整死亡率など

死因別の死亡数・死亡率

死因別の年齢調整死亡率な
ど

平均余命

65歳以上の健康余命

65歳以上の死亡数・死亡率

65歳以上の年齢調整死亡率
など

65歳以上の死因別の死亡
数・死亡率

65歳以上の死因別の年齢調
整死亡率など

65歳以上自殺率（数）

65歳以上不慮の事故死亡率
（数）

65歳以上交通事故死亡率
（数）

注 上段：特別区または政令市以外の市町，下段：特別区または政令市
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生）・福祉部門以外からは，企画担当，財政担
当，まちづくり担当などからメンバーが参加し
ていた。保健（衛生）部門と福祉部門が組織上
同一で，かつ計画策定担当グループのメンバー
が複数の部の職員で構成されているのは29.6％
であった。
健康指標に関する情報を何らかの既存の電子

的な情報ネットワークから得ることがあると回
答したのは63.6％であり，その使い勝手につい
て22.2％が満足していなかった。満足していな
い理由は，入手できる情報が最新のものではな
いことがある，検索に時間がかかる，担当者の
端末がネットワークに接続されていない，など
であった。

老人保健福祉計画で使用された各健康指標は，

人口，老人保健法に基づく保健事業，介護保険
事業，介護予防事業，高齢者の社会参加などが
65.5％から96.4％で高い割合を示した。それ以
外では，全人口を対象とする死亡統計，非課税
世帯に占める高齢者世帯の割合，65歳以上の寝
たきり者の割合，老人医療費，医療施設数と医
療従事者数，平均余命，65歳以上の死亡統計の
順で使用割合が低かった。
使用していない健康指標の使用意向が，「今

後のことはわからない」あるいは「無回答」が
回答全体の30％を超えていた項目は，年齢調整
死亡率や65歳以上の死亡統計，医療施設数と医
療従事者数，生涯学習への参加率，非課税世帯
に占める高齢者世帯割合などであった。
区市町での使用割合が50％以上であった健康
指標（人口，介護保険の事業と財政，基本健
診・がん検診の受診率，高齢者の社会参加，死
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亡率）は，区市町福祉担当部門が直接扱うもの
と，人口および老人保健事業に関する基本的情
報であった。次いで，使用割合が25％以上～50
％未満だった健康指標（非課税世帯に占める高
齢者世帯割合，生涯学習への高齢者参加，基本
健診やがん検診有所見割合，老人医療費，65歳
以上寝たきり割合，平均余命）は，65歳以上寝
たきり割合以外は，区市町の福祉以外の部門が
扱っている情報であった。使用割合が25％未満
の健康指標（医療施設数，医療従事者数，種々
の死亡指標）は，保健所が扱う情報であった。
使用割合は健康指標の種類によって大きな差

がみられたが，今後の使用を検討したい，とい
う回答はどの指標でも高い割合を示した。
多重ロジスティック分析の結果，区市町の特

性がその使用に影響を与えていると認められた
健康指標は以下のとおりである。「職員１人に
１台以上の事務作業用パソコン配備」と，「一
人暮らし高齢者数」を使用しないこと（ｐ
＜0.05）。「全国平均よりも高い高齢化率」と
「老人保健法に基づく保健事業の成績」の使用
（ｐ＜0.05）。また，「健康指標分析への人員配
置」と，「介護老人保健施設の入所待機者数」，
「介護療養型医療施設の入院待機者」の使用と
関連していた（それぞれｐ＜0.05）。
区市町を保健所設置と非設置に分け，人口動

態統計情報の入手先と使用割合を調べた
。種々の死亡指標の使用割合は，都県の保

健所から情報を得ている市町では，保健所を設
置する特別区／政令市に比べて，相対的に低い
割合であった。保健所を設置する特別区と市に
比べて，設置しない市町の方が人口動態統計の
使用割合が低かった（ｐ＜0.05）。
健康指標の分析で，外部の機関から援助を受

けた区市町は，22（40.0％）であった。その内
訳は，民間のコンサルタント18（81.8％），都
県の本庁３（13.6％），大学の研究者３（13.6
％），国の研究機関１（4.5％），都県の保健所
１（4.5％），その他３（13.6％）であった。外
部機関との協働の有無は，「高齢者の健康に影
響を与える諸要因と健康上の成果との関係につ
いての分析」の実施と有意な関連があった（ｐ

＜0.05）。

様々な健康指標の使用経験が，区市町におけ
る今後の健康指標の利用に関する意見に影響を
与えるか否かを検討した。
基礎集計の結果，「今後，老人保健福祉計画

で使用する健康指標をさらに充実させる必要が
ある」と回答した区市町は44（80.0％）であり，
「現在扱っているもので十分」の９（16.4％）
を大きく上回った。充実すべき健康指標の種類
では，保健福祉領域以外の健康づくり指標
（65.9％），保健福祉領域の指標（54.5％），医
師会あるいは市民グループがもつ指標（34.1
％），都県の保健所や地方衛生研究所がもつ指
標（25.0％），都県の本庁がもつ指標（22.7
％）であった。
「地理的により細かい区域の指標」について
は，指標によっては必要である（50.9％），ど
ちらともいえない（18.2％），必要ないと思う
（9.1％），今後のことはわからない（16.4％），
無回答（5.5％）であった。また，「介護老人福
祉施設入所待機者数」と「介護予防事業」の使
用はそれぞれ「地理的により細かい区域の指
標」を必要とすることと有意に関連していた
（ｐ＜0.05）。
老人保健福祉計画に用いた健康指標のデータ
ベース化については，行っている（12.7％），
行う体制を整えている（25.5％），行っていな
い・今後もわからない（58.2％），無回答（3.6
％）であった。
今後，健康指標の分析において，保健所の支
援を期待するか聞いたところ，期待している
（60.0％），今は期待していないが今後はわか
らない（32.7％），無回答（7.3％）であった。
また，「65歳以上の人口動態」と「65歳以上の
寝たきり」の使用はそれぞれ「保健所の支援の
期待」と有意に関連していた（ｐ＜0.05）。
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保健所で行われた高齢者健康指標算出・分析
実施状況は，管内年齢調整死亡率算出（43.8
％），65歳以上年齢調整死亡率算出（22.9％），
65歳以上健康余命算出（8.3％），老人保健事業
分析（58.3％），介護保険分析（33.3％），老人
医療分析（6.3％）であった 。
以上の算出・分析を行った保健所は37で，そ

の時の体制は，所内職員のみで行った10（27.0
％），他の機関や組織と協働で行った20（54.1
％），無回答７（18.9％）であった。協働の相
手は，管内自治体保健福祉担当部門17（35.4
％），大学研究者４（8.3％），民間シンクタン
ク・コンサルタント３（6.3％）であった。地
方衛生研究所と協働したという回答はなかった。
管内自治体保健（衛生)・福祉部門と協働し

た17保健所を型で分けると，都県型が18中６
（33.3％），特別区・政令市型が31中11（35.5
％）であった。都県型保健所３は介護保険に関
するデータ分析を行っていた。
保健所の特性が健康指標などの分析実施と関

連するかどうか，多重ロジスティック分析を
行った。その結果，「設置主体」が「介護保険
に関するデータの分析」を実施することと関連
していた。さらに，「高齢者の健康指標に関す
る管内自治体からの問い合わせがある」ことが，
「管内の年齢調整死亡率・ 算出」「老人
保健法に基づく保健事業に関する分析」を実施
することと関連していた（それぞれｐ＜0.05）。

保健所における健康指標分析を推進する上で
の課題としては，「分析を行う職員の技術力の
向上，職員の増員」が最も多く（66.7％），つ
いで「電子化され，操作面でも扱いやすい情報
源（データベース）の構築」（37.5％），「健康
指標の分析を行うための予算の確保」（35.4
％）であった。また，「年齢調整死亡率・

」と「死因別の年齢調整死亡率・ 」
算出実施は，それぞれ「管内の諸組織・諸機関

との連携強化」を重要課題事項として挙げるこ
とと有意に関連していた。また，「65歳以上人
口の年齢調整死亡率・ 」算出実施と「65
歳以上人口の死因別の年齢調整死亡率･

」算出実施，さらに「老人保健事業」分
析実施は，「健康指標の分析を行うための予算
の確保」を重要課題事項として挙げることとそ
れぞれ有意に関連していた（それぞれｐ
＜0.05）。

都あるいは県のレベルでは，ともに全都県分
の「死亡数：性別，年齢階級別，死因（死因簡
単分類）別」のデータが公表されていた（年齢
区分に違いがあり，東京都は99歳まで５歳階級
ごと，神奈川県は89歳まで５歳階級ごと）。し
かし，区市町村別のデータについては，東京都
と神奈川県で扱い方が異なっていた。
東京都では，都全体死亡数の表が，健康局総
務部企画課衛生統計係によって作成され，東京
都衛生年報に掲載されている。また，インター
ネット上（東京都のホームページ）でも公表さ
れるが，死因が簡略化され，主要死因だけが示
されている。区市町村別死亡数の表は，各保健
所の事業年報に掲載されているが，死因は主要
死因のみで簡略化されている。東京都は以前，
「死亡数：性別，年齢階級別，死因別，区市町
村別」の詳細な統計表を厚生省のデータサービ
スを利用し作成，区市町村からの求めに応じて
紙媒体で提供していた。
神奈川県では，県全体死亡数の表が，衛生部
地域保健課管理・保健情報班によって作成され，
神奈川県衛生統計年報に掲載されている。この
衛生統計年報は紙媒体と電子媒体（ - ，
インターネット）で提供されている。しかし，
区市町村に対しては，「死亡数：性別，年齢階
級別，死因別，区市町村別」表を提供しておら
ず，区市町村がこの統計表を必要とする場合は，
それぞれが人口動態統計の目的外使用の手続き
を行わなければならない。
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Ⅳ

本調査では，区市町老人保健福祉計画策定過
程における健康指標の使用状況と，保健所にお
ける健康指標の分析実施状況，健康指標をめぐ
る市町村，保健所，地方衛生研究所の支援関係
の現状を明らかにした。市町村を対象とした調
査，保健所を対象とした調査のいずれも，人口
規模など基本属性の構成は調査対象地域と回収
結果で極端な差異はなく，本調査結果は調査対
象地域を代表していると考えられる。老人保健
福祉計画の策定過程では健康指標が意思決定上
の根拠として重要な役割を果たすため，地域高
齢者の健康福祉に関連する総合的な健康指標が
利用されることと，それを支援する地域保健情
報システムが確立され確実に運用されることが
必要となる。
老人医療費に関しては，都道府県国民健康保

険団体連合会がレセプト情報に基づく給付分析
結果を区市町村の需要に応じて提供している。
また，介護保険事業については，同連合会が給
付実績に基づく分析結果を提供するとともに，
厚生労働省が2001年６月から全国の市町村に
「給付分析ソフト」を配布しており，介護保険
事業計画作成のための基礎的な給付分析が自治
体においても可能となっている。本調査の結果
では，老人医療レセプトをもとにした分析の結
果を使用した区市町は25.5％で，介護保険給付
分析の結果を使用した区市町は74.5％であった。
老人医療レセプトをもとにした分析の結果につ
いてはその使用が十分広まっているとはいえな
いが，45.5％の区市町が「今後使いたい」また
は「必要に応じて使用を検討したい」としてい
た。
健康指標のなかでも，保健所で扱う人口動態

統計の課題については既に指摘されていて，制
度的な検討が厚生省（当時）に要望されてい
る20)21）。わが国の統計制度の問題として，指定
統計データを統計集計に利用する場合，集計内
容にまでも制限を加えている例は諸外国にな
い22)とされている。しかし，「各府省統計主管部

局長等会議」（事務局：総務省統計局統計基準
部）の申し合わせである「統計行政の新たな展
開方向」では，調査結果の利用拡大策の一環と
して統計調査調査票の目的外使用承認基準の具
体化・明確化，迅速化を図ることなどが2003年
６月に示されている。また2005年には，内閣府
経済社会統計整備推進委員会から「政府統計の
構造改革に向けて」が示され，統計に関する法
制度の見直しについても言及されている。こう
した国レベルでの動向は制度面からの支援とな
りうる。さらに，総務省は （総合行
政ネットワーク）を通じて「社会・人口統計体
系（ ）データ共有システム」を2003年か
ら提供しており，人口・世帯，自然環境，経済
基盤，行政基盤，教育，労働，文化・スポーツ，
居住，健康・医療，福祉・社会保障，安全，家
計，生活時間の各領域について合計で数百項目
のデータが，古い項目では1980年の数値から市
町村別に入手可能である。また，現在導入が進
められている「人口動態統計オンライン報告シ
ステム」の普及は，電子化された統計結果情報
の地方自治体への還元を技術的側面から支援し
うるものと考えられる。しかし，現時点では各
地域保健情報システムが老人医療，介護保険な
どそれぞれ独立して構築されているため，総合
的な健康指標の使用という観点に基づくシステ
ム間の連携が今後重要な鍵になると考えられる。
そうした中で，地方衛生研究所は「公衆衛生
情報の収集・解析・提供」がその設置要綱に
よって業務として位置づけられており，いくつ
かの研究所においては地域保健統計情報の区市
町村への還元を実践23)-25)しており，地域保健情
報システムを構築する上でも重要な役割を果た
していくと考えられる。しかし，死亡指標に関
しては，地方衛生研究所は人口動態調査体系に
組み込まれておらず，ほとんどの都道府県にお
いて人口動態統計に関する業務は保健（衛生）
担当部門内の統計担当グループが担っている。
こうしたことから，地方衛生研究所が人口動態
統計データを扱う際は調査研究事業の一環であ
る場合が多く，経年的にデータの蓄積を行って
いることはまれである。
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管内の各区市町村における死亡指標（例えば
性別，年齢別，死因(死因簡単分類)別，年次別
の死亡数）については，厚生労働省が磁気テー
プで管理している死亡データが1969年以降26)で
あるため，各保健所は過去30年以上にわたる死
亡データをもつことが可能と考えられる。しか
し，その入手には，各保健所が統計法第15条２
項の規定に従った手続きを行い，総務大臣の承
認を得なければならない27）。しかも，長期デー
タベースの維持・管理・活用では，情報機器や
ソフトの急速な変化への対応と，死因分類，区
市町村，保健所管轄区域など，統計仕様の変更
に対応しなければならない。そこで，都道府県
庁衛生統計主管部門のデータベース機能と地方
衛生研究所の専門性，保健所の市町村支援機
能28)29）を基盤とする地域保健情報システムが考
えられる。
今後は，都道府県において地方衛生研究所を

組織機能上，健康福祉政策に関する意思決定の
根拠を提供する機関として明確に位置づけ，保
健統計の専門家を重点配置し，こうした業務に
集中して対応することが望ましい。根拠に基づ
く高齢者施策を，老人保健福祉計画や介護保険
事業計画を通じて展開するためには，レセプト
データの活用方法の確立などと共に，死亡統計
データをも含めて効率的に活用する地域保健情
報システムの構築が必要であると考えられる。
そうした一連の地域保健情報システムを現実に
稼動させ，計画策定に反映させるためには，ま
ずこうした枠組みについて関係者間で議論しな
ければならない。その際には，合併し広域化し
た基礎自治体におけるデータ算出区域の適切な
設定，道州制が導入された場合の都道府県の役
割の変化などを考慮する必要がある。加えて，
健康指標を使用することの意義と重要性を関係
者で共有することが重要である。

Ⅴ

市町村は，老人保健福祉計画で種々の健康指
標を活用することに積極的であり，その過半数
が保健所の支援を望んでいた。保健所が管内高

齢者の死亡統計を活用するためには，区市町村
の死亡データを経年的・電子的に維持・管理す
る方法を確立する必要がある。保健所における
死亡データ活用やシステムづくりを地方衛生研
究所が支援する体制ができると，健康指標をめ
ぐる市町村，保健所，地方衛生研究所の支援関
係の構築が促進されると考えられた。
なお，本研究の一部は2002年12月の第５回日
本健康福祉政策学会（静岡）において発表した。
稿を終えるにあたり，本調査にご協力いただ
いた皆様に深謝いたします。
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